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令和 7 年 3 月 26 日 

 志摩市 市民生活部 人権市民協働課 

タ イ ト ル 令和 7 年度 特設人権相談所の開設について(年間予定) 

 

 

 

 

 

概 要 

 

 

 

 

 

 

 

 暮らしの中で、人権問題ではないかとお悩みになっていることはありません

か。 

 人権擁護委員による特設人権相談所を次のとおり開設します。 

 

■相談時間：１３～15 時 

■相談無料(一組 30 分程度) 

■先着順で予約は不要 

■秘密は守られます 

 

開設日 開設場所 

令和 7 年 

４月 9 日(水) 
志摩文化会館 研修室 

6 月 1 日(日) 磯部生涯学習センター 研修室 

7 月 9 日(水) 浜島生涯学習センター 小研修室 

8 月 6 日(水) 磯部生涯学習センター 研修室 

9 月 10 日(水) 志摩文化会館 研修室 

10 月 8 日(水) 大王公民館 視聴覚室 

12 月 10 日(水) 阿児アリーナ 控室 2・3 

令和８年 

2 月 9 日(月) 
阿児アリーナ 控室 2・3 

 

 

 

お 問 合 せ 先 

志摩市市民生活部人権市民協働課  担当 村田、柴原 

TEL 0599-44-0227  FAX 0599-44-5260 

e-mail jinkenshimin@city.shima.lg.jp 
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